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療養費明細書の高額療養費現物給付に関する記載を
ミスなくスムーズに！

療養費明細書
「特記」「一部負担金額*」「一部負担金区分**」

記載早見表

株式会社カーネル

*負担金額(様式第四の二)
**備考 (様式第四の二)
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資料のダウンロードありがとうございます。
本資料は、訪問看護の医療保険請求における高額療養費の現物給
付に関して、療養費明細書*の「特記」「一部負担金額*」         
「一部負担金区分**」の記載にご活用いただけます。
具体的な解釈や申請等については、公表されている情報をもと
に、所轄官庁へお問い合わせいただきますようお願い申し上げま
す。

はじめに

*負担金額(様式第四の二)
**備考 (様式第四の二)
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1. 利用者の保険証の負担割合
2. 利用者が持っている証書

• 適用区分がある証書
• 特定医療費(指定難病)受給者証
• 特定疾患医療受給者証
• 小児慢性特定疾病医療受給者証
• 限度額適用認定証
• 限度額適用・標準負担額減額認定証など

• 適用区分がない証書
• 高齢受給者証
• 後期高齢者医療被保険者証など

3. 証書の適用区分
• 70歳未満

• ア・イ・ウ・エ・オ

• 70歳以上 (前期高齢者・後期高齢者)
• 特定医療費受給者証 (54公費):  I・II・III・IV・V・VI
• 特定疾患医療受給者証 (51公費): I・II・III・IV・V・VI
• その他の認定証: 現役Ⅰ・現役Ⅱ・区分Ⅰ・区分Ⅱ

記載・入力に必要な情報
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特記欄
一部負担

金額欄
一部負担金

区分欄

70歳
未満

提示された
所得区分に
応じた記載
が必要

利用者の負
担金額が自
己負担限度
額に達した
場合のみ一
部負担金の
記載が必要

記載不要

70歳
以上

該当する特
記いずれか
の記載が必
要

区分Ⅰ・Ⅱ
が該当する
場合のみ記
載必要

記載ルール一覧
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適用区分 特記 一部負担金額 一部負担金区分

ア 26区ア
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数該当: 140,100円)

なし

イ 27区イ
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当: 93,000円)

ウ 28区ウ
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

エ 29区エ
57,600円

(多数該当:44,400円)

オ 30区オ
35,400円

(多数該当:24,600円)

早見表 (70歳未満)
「えがおDE看護」なら
一部負担金・一部負担金区分
を自動で判別
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医療保険
負担割合

54公費・51公費
適用区分

限度額認定証
適用区分

特記 一部負担金額 一部負担金区分

3割

VI

なし 26区ア
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数該当: 140,100円)

なし

なし

V 現役II 27区イ
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当: 93,000円)

IV 現役I 28区ウ
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

2割

III
なし 29区エ

18,000円
(年間上限144,000円)

なし

II 区分II
30区オ 8,000円

低所得 Ⅱ

I 区分I 低所得 I

早見表 (70歳～74歳まで/前期高齢者）
「えがおDE看護」なら
特記・一部負担金・一部負担金区分
を自動で判別
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医療保険
負担割合

54公費・51公費
適用区分

限度額認定証
適用区分

特記 一部負担金額 一部負担金区分

3割

VI

なし 26区ア
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(多数該当: 140,100円)

なし

なし

V 現役II 27区イ
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(多数該当: 93,000円)

IV 現役I 28区ウ
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(多数該当:44,400円)

2割
III

なし 41区カ

18,000円
(年間上限144,000円)

なし

1割

III
なし 42区キ

なし

II 区分II
30区オ 8,000円

低所得 Ⅱ

I 区分I 低所得 I

早見表 (75歳以上 /後期高齢者）
「えがおDE看護」なら
特記・一部負担金・一部負担金区分
を自動で判別
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国保・前期高齢分

後期高齢分

月途中で後期高齢に切り替わった際は
一部負担金額はそれぞれの自己負担限
度額の半額で計算。

前期高齢者と後期高齢者の請求のポイント

70歳の誕生日の当月末までに前期高齢者の高齢受給者証が届きます。
70歳の誕生月の翌月1日から前期高齢者としての請求になります。
ただし、誕生日がその月の初日の方はその月から前期高齢者としての請求
になります。
例１ ．令和5年5月10日で70歳の誕生日を迎える方→令和5年6月1日から
例２ ．令和5年5月 1日で70歳の誕生日を迎える方→令和5年5月1日から

ポイント

75歳の誕生日までに後期高齢の被保険者証が届きます。
前期高齢と異なり、75歳の誕生日で保険種類が後期高齢に
切り替わります。

ポイント

8

●75歳以上：後期高齢者
※生活保護受給者と日本国籍を有しない方は対象外

●70歳～74歳まで：前期高齢者
※65歳以上で一定程度の障害の状態にあると
認められた後期高齢の対象者を除く

「えがおDE看護」なら
月途中で後期高齢に切り替わっても、
保険情報を追加すれば記録(実績)を基に
前期・後期高齢分２枚の療養費明細書を自動作成
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「えがおDE看護」なら
・システムが自動判断
・簡単に自動反映

日々の記録から請求業務まで強力にサポート！

複雑な訪問看護の医療保険請求・・・

一人一人の利用者ごとに確認して
記載・入力するのは大変。。。

万が一、ミスがあると返戻になるので
チェックが欠かせない。。。
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特記・一部負担金・一部負担金区分を自動で判別
いちいち調べたり手入力する必要はありません

利用者を登録

記録を入力

利用者さんがお持ちの
保険情報をそのまま入れればOK

療養費明細書を
自動作成

複雑で間違えやすい
特記・一部負担金・一部負担金区分
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後期高齢の保険情報を追加すれば記録(実績)を基に
自動的に前期・後期高齢分２枚の療養費明細書を作成

国保・前期高齢分

後期高齢分

月途中で前期高齢から後期高齢へ
切り替わった場合も簡単！

一部負担金額は自己負担限度額の
半額でそれぞれ自動計算。



CopyrightⒸ 2026 Kernel Co.,Ltd. All Rights Reserved

えがおDE看護は全国都道府県の公費・助成に対応
優先順・自己負担限度額の有無・有効期間を自動判断

利用者さんがお持ちの
公費情報をそのまま入れればOK

ソフトが県の公費に対応していない…
手計算しないと…
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その他にも
請求業務の負担を軽減する
機能が揃ってます！
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• 長きにわたり、レセプトにおいてトラブルなく、効率よく業務が行
えるようサポートしてくれた

• 日々の看護記録が保険請求データと連動しているため、看護職の
記録から訪問時間等を入力していた“二重入力”が解消される

• 大阪府の場合、国民健康保険と後期高齢者医療制度への医療請求
書は独自様式となっているが、『えがおDE 看護』では大阪府の請
求様式への対応はもちろん件数や請求金額も自動で印字が行われる

• 返戻や月後れ請求にも対応できる。また、大阪府の公費助成にも
システム上対応している

• 利用者登録に高額療養費の区分設定をするだけで、レセプトに特記
や負担金額の表示有無が自動判断されるので、請求業務処理がス
ムーズになる

• 日々の入力がわかりやすい（レセプト請求も簡潔明瞭）
• 診療報酬改定の際にも対応が早い
• 請求事務作業がシンプルでわかりやすい（返戻など）
• 請求業務処理がスムーズに行えること。大分県の請求様式に対応し

ている。看護記録に自動的に連動している。患者登録等に入力が
きちんとできていればレセプトに反映される。エラーチェックに
より確認ができる

• 医療事務等の経験がなくても簡易にスムーズにでき、わからないこ
とがあった時にサポートが受けられること

• 保険請求のしやすさ
• 診療報酬がわかりやすく正確にできる
• 請求業務の充実度

• 以前のソフトは、介護保険項目が多く、医療保険対応の項目を探
すのに時間がかかるばかりか、非対応の項目もあった。システム
上「介護保険」項目が、実際は医療保険の入力になっており、業務
が煩雑だった。『えがおDE看護』は、シンプルでわかりやすい。
以前のソフトは、月末にならないと、売り上げや加算項目の確認が
できなかったが、『えがおDE看護』は、毎日のサービスの進捗管
理が可能

• 医療保険への対応が、使いやすいこと
• 請求関連の手間が非常に少ない。煩雑となり、チェック漏れが生じ

やすい月遅れ請求や返戻の作業が単純化されており、自己負担金の
請求額の回収状況などの確認項目を活用すると事務作業が大幅に
軽減されます

• ①料金徴収データの管理ができるか。
②公費の計算が正しくできるか。
③レセプトの対応がどの程度できるか。
④データ処理の速度
上記①～④がとても良い。

お客様のお声

導入事例より抜粋 https://www.kernel1991.co.jp/case/
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大阪 (06) 6221-0033
東京 (03) 6222-8945
福岡 (092) 518-1354

伴走支援で自立する現場へ
訪問看護に特化したソフト

えがおDE看護
機能やご利用料金へのご質問、導入に関するご相談、デモのご依頼など、お気軽にお問い合
わせください。
お問い合わせ内容に応じて担当者よりご連絡いたします。

お問い合せ

info@kernel1991.co.jp

https://www.kernel1991.co.jp/kango/

https://www.kernel1991.co.jp/kango/
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